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田園調布学園大学大学院人間学研究科 

子ども人間学専攻教職課程履修規程 

（目的） 

第１条 この規程は、田園調布学園大学大学院学則（以下「学則」という。）第 37 条に

基づき、田園調布学園大学大学院人間学研究科（以下「本研究科」という。）における

教職課程の履修に関し、必要な事項を定める。 

（免許状の種類） 

第２条 本研究科において取得できる教育職員免許状の種類は次のとおりとする。 

子ども人間学専攻 

 幼稚園教諭専修免許状（以下「免許状」という。） 

（免許状授与の所要資格） 

第３条 免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、学則第 40条に定める修士課程

を修了し、かつ、教育職員免許法（平成２８年法律第８７号）及び同法施行規則（平成

２９年文部科学省令第４１号）に定める所要の単位を修得しなければならない。 

２ 前条に規定する免許状を取得しようとする者は、学士の学位を有し、幼稚園教諭一

種免許状を取得していることを原則とする。 

（授業科目及び所要の単位） 

第４条 教職課程は、教科に関する科目、教職に関する科目に区分し、別表の授業科目

の中から所要の単位を修得するものとする。 

（履修登録） 

第５条 教職課程の授業科目を履修しようとする者は、所定の期間において履修登録を

完了しなければならない。 

（成績評価及び単位の認定） 

第６条 教職課程の授業科目に係る成績評価及び単位の認定については、学則第 39条及

び第 40 条を準用する。 

（科目等履修生） 

第７条 学則第 48条により、教職課程の授業科目の履修を希望する者があるときは、教

授会の議を経て、学長が科目等履修生として履修を許可することができる。 

（免許状の授与申請） 

第８条 第３条第１項及び第４条の規定により、所要の単位を修得した者は、一括また

は本人により、都道府県教育委員会に免許状授与の申請ができるものとする。 

附 則 

この規程は、平成 27年 4 月 1日から施行する。 

附 則 

１ この規程は、平成31年4月1日から施行する。 

２ 第３条に規定する教育職員免許法及び同法施行規則及び第４条に規定する別表は、

施行日の前日に在籍する学生には適用せず、なお従前の例による。

2 

附 則

１ この規程は、令和 3 年 4 月 1 日から施行する。

２ 改正後の第４条に規定する別表の授業科目のうち「児童家庭福祉特論」は施行日の

前日に在籍する学生には適用せず、なお従前の例による。

別表（第４条関係）

必　修 選　択

子どもとアート論 1･2前 2

子どもとことば論 1･2後 2

教育的ケアリング特論 1･2後 2

学び学特論 1･2後 2

保育学特論 1･2前 2

子ども思想史特論 1･2後 2

保育実践研究 1･2後 2

保育者特論 1･2前 2

子ども・子育て支援実践研究 1･2後 2

児童家庭福祉特論 1･2前 2

家族社会学特論 1･2後 2

子ども政策特論 1･2後 2

教育学特殊研究 1･2前 2

子ども環境学特論 1･2後 2

発達心理学特論 1･2前 2

保育・教育課程研究 1･2後 2

免許法施行規則に
定める科目区分

授業科目名 配当年次
単位数

備　考

教科に関する科目

左記授業科目から
24単位以上選択履修

教職に関する科目
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